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答申第２２４号

答 申

第１ 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

審査請求人は、平成３０年７月２６日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県知事

（以下「実施機関」という。）に対し、「株式会社○○○○から提出された、平成２

９年３月２１日付け「平成２８年度特例子会社設立・運営支援事業委託の実績報告に

ついて」に記載されている「特例子会社設立・運営セミナー」の会場使用料の領収書

の開示を求めます。」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成３０年８月６日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書を作成又は取

得していないため不存在として、行政文書の不開示決定（以下「本件決定」とい

う。）を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

審査請求人は、平成３０年９月３日、本件決定を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対し、本件決定の取消し

を求める旨の審査請求を行った。

４ 諮 問

平成３０年１０月２日、実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報公

開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

「平成３０年８月６日付け障福第２４４号による行政文書不開示決定通知書による

不開示決定処分を取り消し、全部開示」との裁決を求めます。

２ 審査請求の理由

審査請求人が、審査請求書において主張している審査請求の理由は、おおむね次の
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とおりである。

株式会社○○○○との業務委託契約書の第４条第２項に「その使途を明らかにし

た帳簿及び書類を備え、これを委託業務完了後５年間保管しておかなければならな

いと明記されています。従い「当該文書を作成または取得してない」との不開示理

由は虚偽と判断されます。

第４ 実施機関の主張要旨

実施機関が、弁明書において説明している本件決定の理由は、おおむね次のとおり

である。

１ 本件開示請求の趣旨について

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第４３条には、

事業主は、常時雇用する障害者の数が、当該事業主の常時雇用する労働者の数に障

害者雇用率（政令で定める率。民間事業主については、２．２％）を乗じて得た数

以上（その数に一人未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。）であるよう

にしなければならない旨定められている。

そして、特例子会社は、障害者の雇用に特別の配慮をし、かつ厚生労働大臣の認

定を受けた子会社であり、特例子会社に雇用されている労働者については、親会社

に雇用されている者とみなすことができるとされている。

平成２８年度特例子会社設立・運営支援事業（以下「本件事業」という。）は、

特例子会社設立支援セミナーの開催や、特例子会社を設立するために取組や調査を

行っている法人事業者へのアドバイザーの派遣を行うことにより、特例子会社の設

立を支援し、障害者の雇用機会の拡大を図る事業である。本件事業の実施に当たっ

ては、公募型プロポーザル方式により事業者を選定し、株式会社○○○○（以下

「本件受託事業者」という。）に委託して行うこととした。

本件開示請求の趣旨について審査請求人に確認したところ、平成２８年度特例子

会社設立・運営支援事業委託における「特例子会社設立セミナー」の会場使用料の

領収書（以下「本件対象文書」という。）の開示を求めるとのことであった。

２ 行政文書の不存在について

行政文書開示請求ができる行政文書については、条例第５条において、実施機関が

保有する行政文書である旨規定されている。

そして、「行政文書」については、条例第２条第２項において、「この条例におい

て「行政文書」とは、実施機関の職員（県が設立した地方独立行政法人にあっては、

役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いる

ものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」と規定されている。

同項の「保有」とは、当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱い

を判断する権限を有していることであると解される。

そこで、本件開示請求に対応する当該権限について検討する。
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平成２８年７月７日付けで実施機関が本件受託事業者と締結した特例子会社設立・

運営支援事業委託契約書（以下「委託契約書」という。）第４条において、本件受託

事業者は、本件事業に係る経費について、本件受託事業者が管理する他の経費と区分

して経理し、その使途を明らかにした帳簿及び書類を備え、これを本件事業完了後５

年間保管しておかなければならない旨が規定されている。審査請求人が開示を求める

本件対象文書は、委託契約書第４条の「帳簿及び書類」に該当する。

そして、委託契約書第９条において、実施機関が本件受託事業者に対して、本件事

業の履行状況等の報告を求め、又は実地に調査するほか、必要な指示を行うことがで

きる旨規定されているが、同条の規定は、委託契約書第４条の帳簿及び書類を本件受

託事業者が保有していることを前提として、委託料の調査等に対応する際に実施機関

が証拠書類等の提出を求めた際にこれに応じることができるよう、その取扱いについ

て一定の制限を設けたものであるが、実施機関は本件受託事業者に本件対象文書の提

出を求めたことはなく、また本件受託事業者が自発的に提出した事実はない。

以上のことから、本件対象文書は、実施機関は受託事業者から取得しておらず、当

該文書を保有していないことから、本件対象文書の不存在を理由に本件決定を行った

ものである。

３ 結語

以上のことから、実施機関が行った本件決定は妥当なものであり、原処分維持が

適当と考える。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の

県政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその

諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民

本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用

に当たっては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければなら

ない。

したがって、当審査会は県民の行政文書開示請求権を十分尊重するという条例の趣

旨に従い、実施機関の意見聴取のみにとどまらず、審査に必要な関係資料の提出を求

め、当審査会により調査を行い、条例の適用について判断することとした。

２ 行政文書の不存在について

審査請求人は、「株式会社○○○○から提出された、平成２９年３月２１日付け

「平成２８年度特例子会社設立・運営支援事業委託の実績報告について」に記載され

ている「特例子会社設立・運営セミナー」の会場使用料の領収書」の開示を求めてい

るのに対し、実施機関は、開示請求時点において、当該文書を作成又は取得していな

いため不存在である旨主張しているので、以下検討する。
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本件開示請求に係る文書は、平成２８年度特例子会社設立・運営支援事業委託（以

下「本件委託業務」という。）の実績報告書に記載されている「特例子会社設立・運

営セミナー」の会場使用料の領収書である。

本件委託業務は実施機関と本件受託事業者とが締結した平成２８年度特例子会社設

立・運営支援事業委託契約（以下「本件契約」という。）に基づき実施されている。

そこで、当審査会が本件契約を見分したところ、第４条において、本件委託業務に

係る経費については、本件受託事業者が実施している他の業務と区分して経理し、そ

の使途を明らかにした帳簿及び書類（以下「帳簿等」という。）を本件委託業務終了

後５年間保管しなければならない旨規定されていた。その上で、委託契約書第９条に

おいては、実施機関が本件受託事業者に対して本件委託業務の履行状況等の報告を求

め、又は実地に調査するほか、必要な指示を行うことができる旨が規定されていた。

この点、事務局を通じて実施機関に確認したところ、実施機関は、委託料の支払に

当たっては、本件契約によって提出が義務付けられている実績報告書の内容を確認し

ており、本件開示請求時点までの間において、委託契約書第９条に基づく委託業務の

調査等を行う必要があると判断すべき特段の事情は生じておらず、したがって本件事

業の履行状況等の報告を求め、又は実地に調査したこともないことから、本件受託事

業者から本件対象文書を取得していないと説明している。

そして、実施機関においては、委託事業の事業実績を確認する際に、詳細な根拠資

料を徴求するか否かは個別の事業毎に判断していることを考慮すると、開示請求時点

において、本件対象文書を取得していないとする実施機関の説明について、特段不自

然、不合理な点はない。

そうすると、本件受託事業者が保管している本件対象文書が、条例に基づく開示

請求の対象となる「行政文書」に当たるか否かが問題となる。

開示請求の対象となる「行政文書」については、条例第２条第２項本文において、

「実施機関の職員（県が設立した地方独立行政法人にあっては、役員を含む。以下

同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているもの」と規定されている。

同項の「保有」とは、当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱

いを判断する権限を有していることであると解される。

そこで、本件対象文書の当該権限について検討する。

まず、作成及び取得の状況については、本件対象文書は、本件受託事業者が本件

委託業務を実施するために借り上げたセミナー会場の貸館事業者が作成し、本件受

託事業者が当該貸館事業者から提出を受けたものであって、本件帳簿等に当たるも

のである。

次に、保存の状況については、本件帳簿等は、委託契約書第９条に基づく委託業

務の調査等により実施機関に提出されることがあり得るものの、その規定に関わら

ず、本件受託事業者における勤務管理や経理事務に必要な書類として、本件受託事

業者において一定期間保管されるものと考えるのが相当である。

そうすると、本件契約第９条の規定は、これらの書類を本件受託事業者が保有して
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いることを前提としているものであると認められることから、委託契約書第４条にお

いて、本件帳簿等を、本件受託事業者が５年間保管しなければならない旨規定されて

いるのは、本件受託事業者が実施機関からこれらの書類の提出を求められた際にこれ

に応じることができるよう、その取扱いについて一定の制限を設けたものであると解

され、このことをもって、直ちに本件帳簿等の保存又は廃棄について判断する権限を

実施機関が保有しているものとは認められない。

したがって、本件帳簿等の作成、保存、閲覧・提供及び廃棄等の取扱いを判断す

る権限は、本件受託事業者が有しているものと解するのが相当であり、これらの書

類は本件受託事業者が保有しているものであると認められる。

これらのことから、本件開示請求に係る行政文書を作成又は取得しておらず不存在

であるとする実施機関の説明に、特段不自然、不合理な点はなく、当該行政文書が存

在すると推測させる特段の事情もない。

以上のことから、本件開示請求に対応する行政文書は存在しないとする実施機関の

説明は是認できると判断する。

３ 結 論

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。
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（別紙）

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成３０年１０月 ２日 ・ 実施機関から諮問及び弁明書の写しの提出を受けた。

令和 元年 ６月２６日 ・ 事案の審議を行った。

（第２３１回審査会）

令和 元年 ７月２９日 ・ 事案の審議を行った。

（第２３２回審査会）

令和 元年 ８月２７日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第２３３回審査会）

令和 元年 ９月１９日 ・ 実施機関に対して答申を行った。
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